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○管理職手当に関する規則第２条ただし書に規定する職等の指定について

（昭和４８年４月１日岡人委第２３号通知）

（沿革）

昭和４９年 ４月１６日第 １６号 昭和５０年 ４月 ９日第 ２１号

昭和５１年 ４月 １日第 ２号 昭和５２年 ４月 １日第 ５号

昭和５３年 ４月 １日第 １０号 昭和５３年１２月２６日第２１６号

昭和５４年１２月２６日第１８８号 昭和５６年 ４月 １日第 ５号

昭和５７年 ４月 １日第 １号 昭和５８年 ４月 １日第 ２号

昭和５９年 ３月３１日第２８５号 昭和６０年 ３月１５日第３２８号

昭和６０年 ４月 １日第 ２号 昭和６０年１２月２４日第２６３号

昭和６１年 ４月 １日第 ２号 昭和６２年 ４月 １日第 ２号

昭和６３年 ４月３０日第 ５５号 平成 元年 ３月２７日第２９１号

平成 元年 ４月 １日第 １４号 平成 ２年 ３月 ５日第２８３号

平成 ２年 ３月３１日第３０４号 平成 ３年 ３月１４日第２８６号

平成 ３年 ４月 １日第 ３号 平成 ４年 ４月 １日第 ２号

平成 ５年 ４月 １日第 ５号 平成 ６年 ４月 １日第 １０号

平成 ６年１２月２２日第２７５号 平成 ７年 ３月１３日第３６６号

平成 ７年 ３月３１日第３８４号 平成 ８年 ４月 １日第 ２号

平成 ８年 ５月３１日第 ４９号 平成 ９年 ３月２１日第２６４号

平成 ９年 ４月 １日第 １号 平成１０年 ２月２７日第２２３号

平成１０年 ４月 １日第 １号 平成１１年 ４月 １日第 ５号

平成１２年 ３月３１日第２９７号 平成１３年 ３月３０日第３２３号

平成１４年 ４月 １日第 ４号 平成１５年 ４月 １日第 ８号

平成１６年 ４月 １日第２３８号 平成１７年 ３月２２日第２０１号

平成１８年 ３月３１日第２１３号 平成１９年 ３月３０日第２２８号

平成２１年 ３月３１日第１９１号 平成２２年 ３月２３日第１９２号

平成２２年 ３月２５日第１９５号 平成２２年 ３月３０日第１９８号

平成２３年 ３月３１日第２４３号 平成２４年 ３月 ６日第２０４号

平成２５年 ２月２６日第２７０号 平成２５年 ３月２９日第２９５号

平成２６年 ３月２４日第２６１号 平成２７年 ３月３１日第３５７号

平成２８年 ３月１８日第３１２号 平成２８年 ３月２９日第３１８号

平成３０年 ３月２３日第３１１号 令和 ２年 ３月１０日第４２９号

令和 ４年 ３月２５日第３５４号 令和 ５年 ３月１４日第３３６号

令和 ６年 ３月 ６日第３０３号 改正

管理職手当に関する規則（昭和２９年岡山県人事委員会規則第５号）第２

条ただし書に規定する職及びその職に係る支給割合について、次のとおり定

めたので通知します。
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記

組 織 職 区 分

知事部局 本 庁 総括参事（所掌する業務の困難性等を

考慮して人事委員会が特に認める職に

限る。） 五 種

参事（所掌する業務の困難性等を考慮

して人事委員会が特に認める職に限

る。）

副課長（人事課及び財政課の事務を所

掌する職並びにこれらに相当すると人

事委員会が特に認める職に限る。）

総括参事（政策推進課の事務を所掌す

る職及びこれに相当すると人事委員会 六 種

が特に認める職に限る。）

参事（政策推進課及び人事課の事務を

所掌する職及びこれらに相当すると人

事委員会が特に認める職に限る。）

教育委員会 学 校 校長（学校の規模、所掌する業務の困

難性等を考慮してあらかじめ人事委員 五 種

会の承認を得て定める基準に従い特に

選定した学校に限る。）

校長（学校の規模、所掌する業務の困

難性等を考慮してあらかじめ人事委員 六 種

会の承認を得て定める基準に従い選定

した学校に限る。）

校長（１８学級以上の小学校、１５学

級以上の中学校、９学級以上の高等学

校、１２学級以上の特別支援学校及び 七 種

これらに相当するとあらかじめ人事委

員会の承認を得て定める基準に従い選
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定した学校に限る。）

教頭（１８学級以上の小学校、１５学

級以上の中学校、９学級以上の高等学

校、１２学級以上の特別支援学校及び 九 種

これらに相当するとあらかじめ人事委

員会の承認を得て定める基準に従い選

定した学校に限る。）

警察 本 部 理事官（警務課次長に限る。） 五 種

組織犯罪対策官 六 種

警 察 署 副署長（岡山中央、岡山西、岡山南、 五 種

倉敷及び津山に限る。）

副署長（岡山東、備前、玉野、児島、 六 種

水島、玉島、笠岡及び美作に限る。）


